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特
集
一
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
一
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O
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創
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記
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日
伯
比
較
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ブラジル移民一00周年・慶腰義塾創立一五O年記念日伯比較法シンポジウム

報
告
3

日
本
に
お
け
る
民
法
改
正
論
議
の
動
向

は
じ
め
に

民
法
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
は
私
と
北
居
功
教
授
の
二
名
で

報
告
を
行
う
。
現
在
の
日
本
民
法
の
財
産
法
部
分
は
、
一
八
九

八
年
に
施
行
さ
れ
た
も
の
が
大
部
分
維
持
さ
れ
て
い
る
（
家
族

法
の
部
分
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
四
七
年
に
大
改
正
を
受

け
て
い
る
）
。
財
産
法
の
部
分
は
、
二
O
O

四
年
に
現
代
語
化

つ
ま
り
新
し
い
日
本
語
で
書
き
換
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
内
容
は

(1
) 

保
証
に
関
す
る
一
部
分
を
除
い
て
変
わ
っ
て
い
な
い
。
日
本
の

特集

池

真

朗

田

最
初
の
近
代
民
法
典
は
、
一
八
九
O
年
に
公
布
さ
れ
た
旧
民
法

典
で
、
こ
れ
は
当
時
日
本
政
府
の
法
律
顧
問
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン

ス
入
学
者
ボ
ア
ソ
ナ
i

ド
回
a
g
o
g
号
が
財
産
法
部
分
の
草

案
を
起
草
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
旧
民
法
典
は
公
布

は
さ
れ
た
も
の
の
施
行
が
延
期
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
を
根

本
的
に
修
正
す
る
こ
と
が
三
人
の
日
本
人
委
員
（
い
ず
れ
も
当

時
の
東
京
帝
国
大
学
教
授
）
に
命
じ
ら
れ
、
彼
ら
が
、
フ
ラ
ン

ス
民
法
典
に
加
え
て
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
な
ど
を
参
照
し
て

こ
の
旧
民
法
典
を
修
正
し
た
も
の
が
現
行
の
日
本
民
法
典
な
の

43 
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で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
編
別
に
関
し
て
は
ド
イ
ツ
流
の
パ
ン
デ

ク
テ
ン
・
シ
ス
テ
ム
に
変
え
ら
れ
た
も
の
の
、
内
容
的
に
は
ボ

ア
ソ
ナ
l

ド
の
旧
民
法
の
規
定
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て

い
る
条
文
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
民
法
典
は
、
フ
ラ
ン

ス
民
法
と
ド
イ
ツ
民
法
の
二
つ
の
影
響
を
ほ
ぼ
半
々
に
受
け
て

(2
) 

作
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
（
こ
の
点
で
日
本
民
法
と
ブ
ラ
ジ

ル
民
法
は
、
外
国
法
の
継
受
状
況
に
お
い
て
強
い
類
似
性
を
も
っ
）
。

た
だ
そ
の
中
で
も
、
民
法
総
則
の
意
思
表
示
や
法
律
行
為
に

関
す
る
規
定
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
影
響
が
色
濃
い
の
に
対
し
、

債
権
総
論
の
部
分
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
が
優
位
を
占
め

る
と
い
え
る
。
な
お
、
物
権
と
債
権
に
つ
い
て
の
権
利
移
転
の

方
式
は
、
物
権
に
つ
い
て
も
債
権
に
つ
い
て
も
対
抗
要
件
主
義

を
取
っ
て
お
り
、
こ
の
点
は
明
ら
か
に
フ
ラ
ン
ス
法
的
と
い
え

る
。
な
お
、
債
務
不
履
行
の
部
分
は
、
条
文
は
フ
ラ
ン
ス
法
的

な
の
だ
が
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
法
的
な
解
釈
論
が
強
く
な
る
（
こ

の
点
の
詳
細
は
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
次
の
北
居
報
告
が
扱
う
）
。

二
O
O
八
年
夏
現
在
、
わ
が
国
で
は
、
民
法
改
正
論
議
の
高

ま
り
の
中
で
、
法
務
省
の
協
力
を
受
け
囲
内
の
学
者
三
O
名
ほ

ど
を
集
め
て
組
織
さ
れ
た
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会

(3
) 

で
の
検
討
作
業
が
進
行
し
つ
つ
あ
り
、
ま
た
二
O
O
八
年
一
O

月
の
日
本
私
法
学
会
で
は
、
別
の
二
つ
の
学
者
グ
ル
ー
プ
が
民

(4
) 

法
改
正
を
テ
l

マ
に
報
告
を
す
る
予
定
で
あ
る
。
筆
者
は
、
た

ま
た
ま
そ
の
計
三
集
団
の
い
ず
れ
に
も
委
員
等
と
し
て
関
係
し

44 

て
い
る
。

確
か
に
、
民
法
こ
と
に
債
権
法
の
改
正
は
、
現
在
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
各
国
で
も
ひ
と
つ
の
潮
流
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
た

だ
、
問
題
は
、
現
在
の
日
本
で
本
当
に
ど
の
程
度
民
法
こ
と
に

債
権
法
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

民
法
改
正
自
体
の
基
本
思
想

ま
ず
、
民
法
改
正
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
の
意
味
づ
け
な
い

し
基
本
思
想
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
も
日
本
で
は
論
者
に
よ
っ

て
か
な
り
の
意
見
の
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

①
現
在
運
用
上
の
不
都
合
が
具
体
的
に
あ
る
と
さ
れ
る
部
分
を

修
正
す
る
、
と
い
う
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
る
べ
き
と
い
う
意
見
も

あ
る
し
（
「
壊
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
修
理
す
る
必
要
は
な
い
」
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
）
、
②
特
段
不
都
合
が
な
く
て
も
、
判
例
学

説
の
（
少
な
く
と
も
確
立
し
た
判
例
法
理
の
）
進
展
が
あ
る
な
ら
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ば
そ
れ
を
取
り
込
み
、
法
律
の
可
視
性
を
上
げ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
意
見
も
あ
る
。
③
さ
ら
に
、
現
在
不
都
合
は
な
く
て
も
、

今
後
一
O
年
、
二
O
年
を
見
据
え
て
、
あ
る
べ
き
姿
を
こ
の
機

会
に
立
法
す
べ
き
と
い
う
積
極
論
も
あ
ろ
う
。
こ
の
③
の
立
場

と
重
複
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
④
世
界
的
な
立
法
動
向
や
、

国
際
的
立
法
提
案
に
で
き
る
だ
け
合
わ
せ
る
方
向
で
改
正
を
考

え
る
べ
き
、
と
い
う
議
論
も
あ
る
。

私
と
し
て
は
、
現
時
点
で
は
極
力
こ
れ
ら
の
諸
見
解
に
公
平

に
対
処
し
た
い
が
、
た
だ
私
は
、
そ
も
そ
も
民
法
の
大
部
分
の

規
定
は
、
市
民
社
会
の
取
引
形
態
や
市
民
感
覚
を
法
が
吸
い
上

げ
て
規
定
と
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
学
者

の
知
的
関
心
の
み
を
先
行
さ
せ
た
改
正
論
議
に
は
、
賛
成
し
が

た
い
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て
い
る
。
民
法
と
い
う
、
市
民
生
活

に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
な
、
私
法
の
基
本
法
を
扱
う
に
あ
た

っ
て
は
、
学
者
は
、
あ
く
ま
で
も
謙
虚
に
、
民
法
の
使
い
手
で

あ
り
対
象
者
で
あ
る
市
民
の
た
め
に
、
民
法
改
正
の
議
論
を
す

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

特集

民
法
と
い
う
法
典
の
性
格
付
け

さ
ら
に
、
具
体
的
な
改
正
論
議
に
入
る
前
に
も
う
ひ
と
つ
論

じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
民
法
典
そ
の
も
の
の

性
格
付
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
法
典
は
、
あ
く
ま
で
も
市
民

生
活
の
基
本
的
一
般
的
な
規
範
と
性
格
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の

な
の
か
、
そ
れ
と
も
も
は
や
取
引
社
会
を
整
序
す
る
た
め
の
規

範
と
割
り
き
っ
て
よ
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
み
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
に
立
っ
か
に
よ
っ
て
、
個
々

の
立
法
案
は
ま
た
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な

お
後
者
の
、
民
法
を
ほ
と
ん
ど
取
引
法
と
し
て
把
握
す
る
考
え

方
は
、
オ
ラ
ン
ダ
等
に
み
る
民
商
二
法
の
統
一
論
に
も
つ
な
が

る
も
の
で
あ
る
。

四

一
例
と
し
て
の
債
権
譲
渡

一
例
を
挙
げ
よ
う
。
私
が
年
来
の
中
心
的
な
研
究
テl
マ
と

し
て
き
た
債
権
譲
渡
は
、
日
本
の
民
法
典
の
中
で
も
、
こ
の
四

半
世
紀
に
非
常
に
大
き
な
展
開
を
遂
げ
た
と
い
う
意
味
で
は
、

一
、
二
を
争
う
重
要
分
野
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
急
激
な
展
開

45 
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は
、
債
権
譲
渡
自
体
が
、
危
機
に
瀕
し
た
事
業
者
等
が
苦
し
紛

れ
に
行
う
決
し
て
ほ
め
ら
れ
な
い
取
引
か
ら
、
資
金
調
達
の
た

め
に
正
常
な
経
済
活
動
の
中
で
頻
繁
に
行
わ
れ
る
取
引
に
大
き

く
転
換
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
債

権
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
改
正
を
論
じ
る
場
合
も
、
そ
の
議
論
の

立
脚
点
を
ど
う
取
る
か
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
改
正
提
案
が
ま

っ
た
く
異
な
っ
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
上
述
の
う
ち
の
、
現
在
運
用
上
の
不
都
合
が
具
体

的
に
あ
る
と
さ
れ
る
部
分
を
修
正
す
る
、
と
い
う
レ
ベ
ル
に
と

ど
め
る
べ
き
と
い
う
意
見
に
立
つ
と
す
る
と
、
債
権
譲
渡
分
野

は
全
体
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
不
都
合
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
議
論
も
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
発
想
か

ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
規
定
の
見
直
し
を
す
べ
き
な
の
か
、
改

正
の
必
要
性
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
議
論
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
が
、
他
方
、
判
例
や
学
説
の
進
展
を
取
り
入
れ
る

と
か
、
国
際
動
向
に
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
直
ち

に
か
な
り
の
改
正
案
の
提
示
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
上
述
の
民
法
典
の
あ
り
方
と
い
う
観
点
か
ら
、
債
権

譲
渡
に
つ
い
て
具
体
的
に
い
え
ば
、
親
子
聞
の
債
権
を
兄
弟
関

で
譲
渡
す
る
よ
う
な
債
権
譲
渡
を
も
念
頭
に
置
い
て
ルl
ル
を

考
え
る
の
か
、
も
っ
ぱ
ら
企
業
等
が
す
る
資
金
調
達
手
段
や
決

済
手
段
と
し
て
の
債
権
譲
渡
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
ル1
ル
作
り
を

す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
に
立

っ
か
に
よ
っ
て
、
個
々
の
立
法
案
は
ま
た
大
き
く
異
な
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
こ
の
民
法
典
の
性
格
付
け
の
問

題
が
、
債
権
譲
渡
に
お
い
て
は
立
法
案
の
最
終
的
選
択
に
決
定

(5
) 

的
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

46 

五

民
法
改
正
と
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
に
お
け
る
日
本
と
ブ

ラ
ジ
ル
の
比
較

改
正
議
論
に
つ
い
て
債
権
譲
渡
に
関
す
る
具
体
的
な
論
点
と

し
て
は
、
譲
渡
禁
止
特
約
の
問
題
や
、
将
来
債
権
譲
渡
の
問
題

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
個
別
論
点
に
は
入
ら
ず
、

一
点
の
み
、
法
の
改
正
や
制
定
の
際
に
新
し
い
考
え
方
を
ど
の

程
度
取
り
こ
も
う
と
す
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
つ
ま
り
現
実
か
ら
あ
ま
り
離
れ
ず
に
改
正
を
考
え
る
か
、

世
界
的
に
最
も
斬
新
な
法
制
度
を
作
ろ
う
と
す
る
か
、
と
い
う

点
に
つ
い
て
、
日
本
と
ブ
ラ
ジ
ル
に
考
え
方
の
差
が
あ
る
か
ど

う
か
を
議
論
し
た
い
の
で
あ
る
。
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ち
な
み
に
、
一
般
論
と
し
て
日
本
で
は
、
前
例
を
重
視
し
て
、

こ
れ
ま
で
の
成
果
か
ら
飛
躍
的
に
離
れ
る
よ
う
な
立
法
を
す
る

こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
ま
た
常
に
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
立
法

動
向
を
研
究
し
、
さ
ら
に
最
近
で
は
現
実
の
国
際
取
引
の
相
手

と
し
て
最
大
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
法
律
実
務
を
も
考
慮
し
つ
つ
、

学
者
の
見
解
と
実
務
家
の
意
見
、
企
業
の
要
望
、
消
費
者
の
意

見
等
に
い
ろ
い
ろ
と
配
慮
を
し
な
が
ら
調
整
的
な
立
法
作
業
を

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
的
に

日
本
が
世
界
の
先
端
を
行
く
立
法
を
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

た
だ
、
そ
の
日
本
で
も
、
最
近
は
変
化
が
出
て
き
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
二
O
O
七
年
六
月
に
公
布
さ
れ
た
電
子
記
録
債
権
法

は
、
電
子
記
録
債
権
と
い
う
、
民
法
上
の
指
名
債
権
で
も
、
手

形
法
上
の
手
形
債
権
で
も
な
い
、
新
し
い
類
型
の
債
権
を
創
出

し
た
。
こ
れ
は
、
電
子
的
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
、

(6
) 

記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
る
債
権
で
あ
る
。
記
録
す

る
場
所
は
、
民
間
に
複
数
設
置
さ
れ
る
電
子
債
権
記
録
機
関
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
置
か
れ
る
記
録
原
簿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
制
度
は
、
全
世
界
に
例
が
な
く
、
た
だ
韓
国
が
数
年
前
に
指

名
債
権
（
売
掛
債
権
）
の
譲
渡
の
電
子
化
と
、
手
形
債
権
の
電

子
化
と
を
二
つ
別
々
の
法
律
で
行
っ
た
類
似
の
例
が
あ
る
だ
け

特集

(7
) 

で
あ
る
。
こ
の
電
子
記
録
債
権
法
は
、
私
が
研
究
段
階
か
ら
国

会
提
出
原
案
の
と
り
ま
と
め
ま
で
か
か
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

今
年
二
O
O
八
年
の
一
一
一
月
に
施
行
さ
れ
る
予
定
官
、
現
在
施

行
規
則
と
な
る
政
省
令
の
制
定
が
進
め
ら
れ
、
二
つ
ほ
ど
の
金

融
機
関
が
、
電
子
債
権
記
録
機
関
の
設
立
を
準
備
し
て
い
る
段

階
で
あ
る
。

こ
の
点
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
意
欲
的
な
新
し
い
内
容
の
法
律
を

(9
) 

作
る
こ
と
が
多
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る

考
え
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
、

国
民
性
の
違
い
で
あ
る
と
か
、
両
国
に
お
け
る
立
法
シ
ス
テ
ム

の
な
ん
ら
か
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
の
報
告
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
す
る
に
と
ど

め
、
具
体
的
な
民
法
改
正
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
債
務
不
履
行

等
に
関
す
る
、
次
の
北
居
教
授
の
報
告
に
譲
り
た
い
。

（1
）
現
代
語
化
さ
れ
た
民
法
典
の
解
説
書
と
し
て
、
池
田
真

朗
編
著
『
新
し
い
民
法
｜
現
代
語
化
の
経
緯
と
解
説
』
（
有
斐

閣
・
二
O
O
五
年
）
が
あ
る
。

（2
）
星
野
英
一
「
日
本
民
法
典
に
与
え
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
の

影
響
（
一
）
」
日
仏
法
学
三
号
一
頁
以
下
（
一
九
六
五
年
）
、

47 



法学研究 81 巻 11 号（2008: 11) 

前
掲
注
（
1

）
『
新
し
い
民
法
』
中
の
池
田
真
朗
執
筆
「
民
法

典
の
歴
史
」
一
一
八
頁
以
下
等
を
参
照
。
ま
た
、
こ
の
外
国

法
継
受
の
点
で
日
本
民
法
典
と
ブ
ラ
ジ
ル
民
法
典
が
共
通
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
注
（
9

）
参
照
。

（3
）
同
委
員
会
は
二

O
O

九
年
三
月
末
に
一
応
の
素
案
を
ま

と
め
る
予
定
で
あ
る
が
、
現
在
ま
で
の
全
体
会
議
の
議
事
録

は
喜
三
3
4
2

亙
ロ
5
E

・R
－
芝
包
広
島
。
号E
名
g
z

hロ
品
。
凶
・
宮
田
】
で
逐
次
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（4
）
二

O
O

八
年
一
O
月
二
二
日
に
名
古
屋
大
学
で
行
わ
れ

た
日
本
私
法
学
会
で
は
、
加
藤
雅
信
上
智
大
学
教
授
を
リ
ー

ダ
ー
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
、
「
日
本
民
法
改
正
試
案
」
を
提
示

し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
民
法
典
財
産
法
編
の
改
正
」
を

行
い
、
金
山
直
樹
慶
慮
義
塾
大
学
教
授
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る

グ
ル
ー
プ
が
、
金
山
直
樹
編
『
消
滅
時
効
法
の
現
状
と
改
正

提
言
』
（
別
冊
N
B
L

一
二
二
号
）
を
発
表
し
つ
つ
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「
消
滅
時
効
法
の
改
正
に
向
け
て
」
（
司
会
は
池
田
と

森
田
宏
樹
教
授
が
担
当
）
を
行
っ
た
。

（5
）
詳
細
は
、
池
田
真
朗
「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
論
議
と

債
権
譲
渡
規
定
の
あ
り
方
」
『
慶
鷹
の
法
律
学
民
事
法
｜
慶

謄
義
塾
創
立
一
五
O
年
記
念
法
学
部
論
文
集
』
（
慶
謄
義
塾
大

学
法
学
部
・
二
O
O
八
年
）
二
五
頁
以
下
参
照
。

（6
）
し
た
が
っ
て
、
発
生
と
移
転
に
つ
い
て
は
、
記
録
が
効

力
要
件
と
な
る
。
消
滅
に
つ
い
て
は
、
記
録
し
な
い
と
消
滅

し
な
い
制
度
に
す
る
と
、
現
実
の
入
金
決
済
か
ら
消
滅
の
記

録
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
に
よ
っ
て
債
務
者
が
不
利
益
を
被
る

可
能
性
が
あ
る
の
で
、
決
済
段
階
で
消
滅
す
る
こ
と
に
し
、

消
滅
の
記
録
（
相
殺
等
を
含
め
て
、
法
文
上
は
「
支
払
等
記

録
」
と
称
す
る
）
は
効
力
要
件
と
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

詳
細
は
、
池
田
真
朗
「
電
子
記
録
債
権
法
の
展
望
と
課
題
」

池
田
真
朗
H

小
野
傑
H

中
村
廉
平
「
電
子
記
録
法
の
理
論
と

実
務
』
（
別
冊
金
融
商
事
判
例
、
経
済
法
令
研
究
会
、
二O
O

八
年
）
六
頁
以
下
、
こ
と
に
二
二
頁
参
照
。

（7
）
徐
照
錫
「
韓
国
の
電
子
売
掛
債
権
制
度
」

N
B
L

七
九

三
号
五
三
頁
以
下
（
二
O
O

四
年
）
、
同
「
韓
国
に
お
け
る
電

子
手
形
法
の
制
定
と
そ
の
法
理
｜
韓
国
電
子
売
掛
債
権
制
度

と
の
比
較
｜
」
金
融
庁
金
融
研
究
研
修
セ
ン
タ
ー

D
P

〈
己
・
忌
二
六
頁
以
下
。

（8
）
電
子
記
録
債
権
法
は
、
二

O
O

八
年
二
一
月
一
日
に
施

行
と
な
っ
た
。

（9
）
民
法
に
関
し
て
い
え
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
初
め
て
の
民
法

典
（
旧
法
典
）
は
、
当
時
最
も
影
響
力
の
あ
っ
た
ド
イ
ツ
民

法
典
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
と
を
参
考
に
し
て
編
ま
れ
（
起
草

者
ベ
ヴ
イ
ラ
ク
ア
）
、
一
九
一
六
年
に
施
行
さ
れ
た
。
編
別
は

パ
ン
デ
ク
テ
ン
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
新
民
法

典
編
纂
の
動
き
が
、
早
く
も
一
九
六
九
年
に
政
府
に
設
置
さ

れ
た
起
草
委
員
会
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
一
九
七
五
年
に
草
案
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が
提
出
さ
れ
、
以
後
三
二
年
に
わ
た
り
議
論
さ
れ
た
結
果
、

二
O
O

二
年
に
新
民
法
典
が
施
行
さ
れ
た
。
二

O
O

二
年
民

法
典
も
、
総
則
（
人
・
物
・
法
律
行
為
）
と
各
則
（
債
権
・

会
社
・
物
権
・
親
族
・
相
続
）
に
分
か
れ
て
い
る
点
で
、
伝

統
的
な
体
系
は
保
持
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
二
O
O

二
年

民
法
典
が
会
社
の
規
定
を
民
法
に
含
め
て
い
る
の
は
、
一
九

一
六
年
の
旧
法
典
に
は
な
か
っ
た
特
徴
的
な
形
態
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
民
商
二
法
の
統
合
論
と
の
関
係
で
注
目
に
価
す
る

（
も
っ
と
も
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
す
で
に
フ
レ
イ
タ
ス
に
よ
る
一
八

六
六
年
完
成
の
民
法
草
案
（
エ
ス
ボ
ソ
）
で
こ
の
よ
う
な
試

み
が
さ
れ
て
い
た
）
。
そ
の
他
三
二
年
間
も
の
長
期
の
議
論
の

結
果
と
し
て
、
二

O
O

二
年
法
で
の
重
大
な
変
更
点
は
多
数

あ
る
。
法
律
行
為
で
は
、
取
庇
あ
る
意
思
表
示
に
窮
迫
状
態

と
レ
ジ
オ
ン
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
あ
る
概
念
）
が
付
加
さ

れ
た
。
契
約
法
で
は
、
契
約
当
事
者
の
均
衡
が
、
契
約
の
成

立
か
ら
履
行
ま
で
保
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
、

履
行
段
階
の
均
衡
保
持
の
特
則
と
し
て
事
情
変
更
に
よ
る
解

除
を
認
め
る
規
定
が
置
か
れ
た
。
ま
た
二
一
歳
の
成
人
年
齢

を
一
八
歳
に
引
き
下
げ
（
五
条
）
、
人
格
権
の
保
護
（
一
一
条

1

二
一
条
）
も
明
文
化
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
変
更
は
、
い
ず

れ
も
わ
が
国
の
民
法
改
正
論
議
に
大
い
に
示
唆
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
（
ブ
ラ
ジ
ル
民
法
典
に
つ
い
て
は
、
前
田
美
千
代

本
塾
法
学
部
専
任
講
師
の
ご
教
示
を
得
た
）
。
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